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衆
議
院
議
員
平
岩
征
樹
君
提
出
幹
部
自
衛
官
の
充
足
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
幹
部
自
衛
官
」
の
「
階
級
別
・
職
場
別
（
司
令
部
勤
務
や
艦
艇
勤
務
等
）
の
離
職

率
」
に
係
る
統
計
は
と
っ
て
い
な
い
が
、
「
幹
部
自
衛
官
の
離
職
率
」
、
離
職
す
る
に
至
っ
た
経
緯
等
に
つ
い
て
把
握
し
た

上
で
、
民
間
企
業
の
専
門
的
知
見
、
「
幹
部
自
衛
官
」
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
踏
ま
え
、
処
遇
や
勤
務
環
境
の
改
善
な

ど
、
中
途
退
職
者
数
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
施
策
を
実
施
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
類
似
制
度
の
自
衛
隊
へ
の
導
入
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
防
衛

省
に
お
い
て
は
、
全
国
各
地
に
所
在
す
る
自
衛
隊
の
駐
屯
地
・
基
地
等
に
必
要
な
人
員
を
配
置
す
る
た
め
、
広
域
的
な
人
事

異
動
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
広
域
的
な
人
事
異
動
に
際
し
て
、
自
衛
官
本
人
や
そ
の
家
族
の
事
情
に

最
大
限
配
慮
し
た
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
広
域
的
な
人
事
異
動
の
発
令
を
受
け
た
自
衛
官
に
は
広
域
異
動
手
当
を
支

給
し
て
い
る
ほ
か
、
作
戦
の
遂
行
に
当
た
っ
て
の
環
境
等
が
大
き
く
異
な
る
不
慣
れ
な
地
域
に
異
動
し
た
自
衛
官
に
対
し
て

支
給
す
る
手
当
と
し
て
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
別
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表
第
五
に
規
定
す
る
作
戦
環
境
等
順
応
手
当
を
新
設
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
防
衛
省
本
省
内
部
部
局
に
勤
務
す
る
自
衛
官
」
の
「
課
業
時
間
外
の
勤
務
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
既
存
業
務

の
廃
止
を
含
め
た
業
務
の
見
直
し
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
削
減
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
内
閣
総

理
大
臣
を
議
長
と
す
る
「
自
衛
官
の
処
遇
・
勤
務
環
境
の
改
善
及
び
新
た
な
生
涯
設
計
の
確
立
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」

に
お
い
て
、
令
和
六
年
十
二
月
二
十
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
自
衛
官
の
処
遇
・
勤
務
環
境
の
改
善
及
び
新
た
な
生
涯
設
計
の

確
立
に
関
す
る
基
本
方
針
」
に
お
い
て
、
自
衛
官
の
勤
務
の
実
態
等
を
踏
ま
え
、
「
自
衛
官
の
俸
給
表
を
令
和
十
年
度
に
改

定
す
る
こ
と
を
目
指
す
」
こ
と
と
し
て
い
る
。 


